問い合わせについて，QA形式で以下に記載する。(令和8年5月11日現在)

Q：保守対応について，今回の対象は令和9年3月31日までで良いか。次年度以降は年度単位で保守契約を取る形になるか。
A：お見込みの通り。

Q：コールセンター等は設置しなければならないか。また，開始時間はいつからか。
A：対応は業務時間(午前8時30分から午後5時15分)となる。仕様書にある項目は基本的には満たしてもらいたい機能であり，コールセンターに限らず審査項目はすべて審査対象になる。

Q：東海村入札参加資格名簿に登録がない場合の追加提出書類「カ 国税納税証明書」について，いくつか種類があるが，どの証明書を提出すれば良いか。
A：国税証明書その3の3を提出いただきたい。

Q：職員が容易に設定変更できない場合はメーカー側で変更をおこなう形でも差し支えないか。
A：原則は職員が行えることとしたい。例外としてメーカー側が変更を行うことで差し支えないが，簡易なもの(文言の修正，項目の入替等)に関しては，概ね30分程度での対応が望ましい。

Q：データ反映の為に発券機にてカードを取る方法でも差し支えないか。
A：券なしボタンがあることが限りなく望ましいが，対応できないことをもって仕様を満たさないとは考えていない。

Q：窓口番号は固定されると思うが窓口番号の変更機能は必須か。変更が必要な場合はリモート対応等によるメーカー側で変更でも差し支えないか。
A：窓口リニューアルに伴い，予測できない事象が起こる可能性があるため，変更機能は必須とする。また，メーカー側での変更でも差し支えないが，対応までに要する時間は明確に示す必要あり。

Q：転写式のパソコンではなくモニター背面に設置する小型パソコンでも差し支えないか。
A：差し支えない。

Q：バックヤード系制御端末パソコンはモニター背面に設置する小型パソコンでも差し支えないか。また，業務毎の待ち人数，最新の受付番号，処理件数の情報確認に関しては管理者用パソコンで対応する方法でも差し支えないか。
A：差し支えない。

Q：音と待ち人数の表示追加(赤色反転表示等)で知らせる機能でも差し支えないか。
A：職員が気づくことが可能であれば差し支えない。

Q：（1）提出書類のイ　企画提案書（任意書式）について，縦書式・横書式の指定及びページ数に制限はあるか。ページ制限目途があればページ数をご教示ください。
A：書式について，縦，横の指定は特にないが横書式を推奨する。また，ページ数の指定もない。ただし，プレゼンテーションの説明に使用しないページは控えてください。参考資料のみで企画提案時に説明がない場合は，採点対象外となる可能性がある。

Q：2概要（5）保守対応について，今回の調達では2027年3月までは保守契約やＷＥＢ機能契約締結の上，本調達に含むという認識だが，2027年度4月以降は別途年度都度の両締結が必要になる認識だが認識に相違はあるか？
A：お見込みの通り。

Q：様式第3号について，客観的に証明できるものを添付するということとありますが，社内規定上，契約書としての添付が困難な場合，納入が証明されている（それぞれの団体に納入し，団体様から押印いただいている）書類を添付する認識でよろしかったでしょうか。
A：様式内にもあるように，契約名，納入物品名，自治体名，契約日が明示されていて客観的に証明できる書類であれば問題ない。なお，様式第3号は参加表明時に添付する書類のため，すでに参加表明を締め切っているため，参考回答とする。

Q：3　参加資格要件について，ＪＶのような形態での参加でも問題ないか。（それぞれの企業間で参加要件を満たしており，過去にも(1)～(5)に該当したことがない前提）
A：問題はないが，参加表明をした事業者がプレゼンテーションを行い，その後契約に進むため，すでに参加表明の受付期限を経過している様式第1号　参加表明書に記載のある事業者を途中から変更することは不可能。



